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  四街道市緊急風しんワクチン接種助成について   

 

１ 対象者 

  四街道市に住民登録のある、18 歳以上（平成 26 年 3 月 31 日時点）の人で 

①  妊娠を予定、または希望している女性 

  ② ①の女性の夫（事実婚も含む） 

②   妊娠している女性の夫 

２ 助成金額 

  風しんワクチン：3,000 円、MR ワクチン：5,000 円 

３ 助成方法  

  接種後に、健康増進課窓口、または郵送で申請を受け付けます。 

申請受付後に被接種者が指定した口座へ振り込みます。 

４ 申請方法 

  申請書に必要事項を記入、押印して、必要書類とともに提出ください。 

  申請書は、健康増進課窓口にあります。また、市ホームページからもダウ 

ンロードできます。 

５ 実施期間 

  対象接種期間：平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日 

    申請受付期間：平成 25 年 5 月 7 日～平成 26 年 3 月 31 日 

６ 市民への周知 

  市政だより、インターネット四街道市ホームページ、行政連絡回覧など 

お問い合わせ先 

四街道市健康こども部健康増進課 

☎ ０４３－４２１－６１００ 

 現在、首都圏を中心に今までにない規模で風しんが流行しています。 

 風しんは、抗体を持たない妊娠中の女性が感染すると、先天性風しん症候群

という障害を持った赤ちゃんがうまれる可能性があります。 

 このため、市では妊婦の感染予防を一層強化し、先天性風しん症候群の発生

を予防するための緊急対策として、風しんワクチンまたは麻しん風しん混合ワ

クチン（MR ワクチン）の接種費用の一部助成を始めます。 


